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第２章 災害復興対策 

関係機関 各課・室共通 

第１節 復興に向けた基本的な考え方 

市域に大規模な災害が発生し、被災した場合には、市は、災害発生後の応急対策、復旧対策の進捗を踏

まえつつ、速やかに復興に関する計画を定め、計画的に復興対策を講じる必要がある。 

そのため、市は、復興計画等において、被災者の生活再建、被災中小企業の復興その他経済復興を支援

するとともに、再度災害の防止に配慮した施設復旧を図り、より安全性に配慮した地域振興のための基礎

的な条件づくりを目指すことを基本に、将来の人口動向など中長期的な視点に立って、復興後のあるべき

全体像を提示するとともに、その実現に向けた方向性やプロセスを明らかにした上で、復興事業を実施し

ていく。 

 

  


